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神奈川県地域防災計画（風水害等災害対策計画）の主な修正事項の一覧 

第１編 風水害等災害対策の計画的な推進 

体 系 修正の主な内容 

第１章 計画の目的、位置づけ 

    ・体系図の構成を整理 

 

第３章 計画の推進主体とその役割 

  第４節 防災関係機

関の処理す

べき事務又

は業務の大

綱 

 

・指定地方行政機関の指定を踏まえ、関東管区行政評価局（神 

奈川行政評価事務所）を追加 

 

 

第２編 風水害対策編 

体 系 修正の主な内容 

序章 神奈川県水防災戦略  

  

  

  ・神奈川県水防災戦略の対象とする対策等を修正 
 

第２章 災害時応急活動事前対策の充実  

 第１節 災害時情報

の収集・提

供体制の拡

充 

 

・発災後における概括的被害状況の確認等を行うため、民間ヘ
リコプターのチャーター機の導入を追加 

・通信断絶時でも情報の受伝達が可能な衛星通信機器の配備を
追加 

第３節 救 助 ・ 救

急、消火活

動体制の拡

充 

 

・民間ヘリコプターのチャーター機による災害時の要員や物資
の輸送等を追加 

第５節 

 

避難対策 ・かながわ防災パーソナルサポートなどによる避難に関する情
報の提供を追加 
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体 系 修正の主な内容 

第７節 要配慮者等

に対する対

策 

・厚生労働省の防災業務計画を踏まえ、災害時に社会福祉施設
等の被害状況などを把握する厚生労働省の災害時情報共有シ
ステムを活用していることを追加 

・厚生労働省の防災業務計画を踏まえ、災害時に社会福祉施設
等の情報を迅速に収集するため、関係部局や社会福祉施設等
の職員に対して、災害時情報共有システムの操作等に係る訓
練の定期的な実施に努める必要があることを追加 

・消防庁の防災業務計画を踏まえ、市町村の避難行動要支援者
名簿及び個別避難計画の作成を推進し、作成に当たっては、
被災者支援業務の迅速化・効率化のため、市町村に対してデ
ジタル技術を活用するよう助言等を行うことを追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、市町村の個別避難計画作成を
促進するため、市町村と連携して避難行動要支援者や避難支
援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等に努めるこ
とを追加 

・市町村と連携して災害時情報共有システムを活用するなど、
社会福祉施設等の被災状況の情報収集体制を整備するととも
に、必要な情報提供を行うことを追加 

 

第９節 医 療 ・ 救

護・防疫対

策 

・神奈川県災害時保健医療救護計画の改定を踏まえ、災害時の
医療救護活動についての協定の締結先に神奈川県放射線技師
会を追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、災害時健康危機管理支援チー
ム（ＤＨＥＡＴ）や保健師等チームの構成員の人材育成を図
るとともに、資質の維持向上を図るための継続的な研修・訓
練を実施することを追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、平時から保健医療福祉調整本
部の関係機関等と合同での訓練や研修、会議の開催等によ
り、災害時の保健医療福祉活動に係る関係者間の連携体制の
構築や共通認識の醸成に努めることを追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、災害支援ナース協定締結施設
に災害支援ナースの派遣を要請することを追加 

 

第 10 節 文教対策 ・防災基本計画の修正を踏まえ、災害時における児童・生徒の
学びの継続のため、災害により教職員が被災者となった場合
に備え、災害時の教職員の確保を図る必要があることを追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、児童・生徒の学びの継続のた
めに、必要に応じて、被災地学び支援派遣等枠組み（D-EST）
を活用することを追加 

 

第 11 節 

 

 

 

 

緊急交通路

及び緊急輸

送道路等の

確保対策 

・令和７年４月の道路法等の改正において、大規模な災害が発
生した場合に緊急輸送の確保を図るため、協議会における協
議を経て、道路啓開計画を定めることや災害時における代行
制度の拡充などが行われたことを追加 

・災害対策基本法施行令等の一部改正を踏まえ、発災前の緊急
通行（輸送）車両の確認申出手続を追加 
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体 系 修正の主な内容 

第 12 節 ライフライ

ンの応急復

旧対策 

・防災基本計画の修正を踏まえ、水道事業者及び下水道管理者
は、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基
幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておく
など、上下水道一体となった対応に努めることを追加 

 

第 14 節 広域応援体

制等の拡充 

・防災基本計画の修正を踏まえ、県が被災した場合は、避難所
等の高齢者、障害者等の多様なニーズへの対応のため、保健
医療福祉調整本部において、必要に応じて、災害派遣福祉チ
ーム（ＤＷＡＴ）を避難所の避難者、在宅避難者や車中泊避
難者等のもとへ派遣することを追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、災害支援ナースの派遣、活動
の調整に関する取組を追加 

 

第 15 節 県民の自主

防災活動の

拡充強化 

 

・消防団によるかながわ版ディザスターシティの活用の促進を
追加 

第 16 節 災害救援ボ

ランティア

活動の充実

強化 

・防災基本計画の修正を踏まえ、ボランティアの自主性を尊重
しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連
携を図るとともに、災害中間支援組織を含めた連携体制の構
築を図り、災害時においてボランティア活動が円滑に行われ
るよう、その活動環境の整備を図ることを追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、災害発生時における官民連携
体制の強化を図るため、県域において活動を行う災害中間支
援組織の育成・機能強化に努めるとともに、当該災害中間支
援組織や県域において災害ボランティアセンターの運営を支
援する者（県社会福祉協議会等）との役割分担等をあらかじ
め定めるよう努めることを追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、災害中間支援組織等と連携
し、情報共有会議の開催や訓練・研修等を通じて、災害時に
おける官民連携体制の強化を図ることを追加 

 

第 17 節 防災知識の

普及 

・県民の自助と共助の意識の向上を図る手段として、かながわ
防災パーソナルサポートを追加 

・大地震と風水害による複合災害のリスクに関する普及啓発と
注意喚起の強化を追加 

 

第 19 節 災害救助実

施体制の充

実 

 

・災害対策基本法及び災害救助法の改正を踏まえ、災害救助事
務の対象に福祉サービスの提供を追加 

 

第３章 災害時の応急活動計画 

  第２節 災害時情報

の収集・伝

達と災害対

策本部等の

設置 

・民間ヘリコプターのチャーター機により、発災後における上
空からの概括的被害状況の確認を追加 

・かながわ防災パーソナルサポートなどのＳＮＳを活用した広
報を追加 

・通信断絶時でも情報の受伝達を可能とする衛星通信機器の活
用を追加 



 

 

4 

 

体 系 修正の主な内容 

第８節 飲料水、食

料及び生活

必需物資等

の調達・供

給活動 

 

・防災基本計画の修正を踏まえ、水道事業者（県営水道を除
く）は、断水が発生した場合、速やかに、断水状況を把握し
た上で応急給水計画を策定するとともに、応急給水に必要な
人員、給水車及び資機材を確保して、応急給水に努めること
を追加 

・防災基本計画の修正を踏まえ、県営水道は、断水が発生した 
場合、速やかに断水状況を把握した上で県営水道給水区域内 
の市町と連携して、応急給水計画を策定することを追加 

 

第 10 節 緊急輸送の

ための交通

の確保、緊

急輸送活動 

 

・輸送手段として、民間ヘリコプターのチャーター機を追加 

第 14 節 被災者等へ

の 情 報 提

供、相談、

物価の安定

等に関する

活動 

 

・かながわ防災パーソナルサポートなどのＳＮＳを活用した被
災者等への情報提供を追加 

第４章 復旧・復興対策 

  前文  ・防災基本計画の修正を踏まえ、道路管理者とインフラ事業者
は連携した復旧が行えるよう関係機関との連携体制の整備・
強化を図ることを追加 

 

 

第３編 火山災害対策編 

体 系 修正の主な内容 

第１章 災害予防 

  第１節 火山情報の

伝達体制等 

・異常現象の通報系統図を更新 

・箱根山の噴火警戒レベルの改定を踏まえ、住民等の行動及び 

登山者・入山者等への対応などを修正 

 

第２章 災害時の応急活動計画 

  第５節 箱根山及び

富士山の個

別対策 

 

・箱根山火山避難計画の改定を踏まえ、大涌谷周辺での噴火を

想定した場合の防災対応などを修正 

 


